
平成２３年６月２９日 

定例記者会見 

 

東北地方太平洋沖地震義援金について 

 

１．義援金総額 

  １，３５８，１０５，８０１円（平成２３年６月２７日現在） 

 

２．配賦状況 

（１）４月２７日 

被災した医師で、避難所や救護所等において無償で診療に携

わっている医師（会員・非会員不問）への義援金として、岩

手県医師会、宮城県医師会、福島県医師会へ各々１，５００

万円、計４，５００万円を配賦（医師一人当たり月３０万円） 

（２）５月２３日 

   特に被害の大きい岩手県医師会、宮城県医師会、福島県医師

会へ各々２，０００万円、計６，０００万円を仮配賦 

（３）６月１７日 

   一次配賦として義援金のうち７億円（仮配賦分含む）を被災

した４県の医師会に配賦。配賦基準は７億円のうち４割の２

億８，０００万円を７，０００万円ずつ均等に配賦、残りの

４億２，０００万円を医療施設の全壊を１、半壊を０．５と

して換算した被害状況により配賦した。各県医師会への配賦

額は以下のとおり。 



岩手県医師会：１１３，３６５，２００円 

宮城県医師会：３０３，６９０，２５０円 

福島県医師会：２１２，９４４，５５０円 

茨城県医師会： ７０，０００，０００円 

 

３．今後の予定 

 被災県における医療機関の復旧・復興状況を把握し、８月の初旬

には、義援金の配賦を完了したいと考えている。 


